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行政情報および個人情報の
公開等の運用状況

令和3年度における情報公開の状況は次の
とおりです。
●行政情報の公開状況
　件数 10 件　全部公開決定　2件
　　　　　　　部分公開決定　7件
　　　　　　　非公開決定　1件
●個人情報の公開状況
　件数 15 件　全部公開決定 15件
　　　　　　　部分公開決定　0件
　　　　　　　非公開決定　0件
※�全部公開決定とは、請求のあった行政情
報または個人情報をすべて公開する場合
の決定
※�部分公開決定とは、請求のあった行政情
報または個人情報のうち、条例で定める
非公開情報をマスキング（黒塗り）して
公開する場合の決定
※�非公開決定とは、請求のあった行政情報
または個人情報を公開しない場合の決定
（該当する文書等が存在しない場合を含
む）

問 ��総務課　☎ 62-1253

小・中学校の閉庁日
学校における働き方改革の取り組みの一つ
として、教職員の多忙化の解消や夏季にお
ける健康増進と休暇促進のため、「学校閉庁
日」を設けます。期間中は、部活動を実施す
る中学校以外は職員が不在となります。緊
急時の連絡は、学校教育課までお願いしま
す。

期  間 �8 月 12日（金）～ 19日（金）
問 ��学校教育課　☎ 62-1246

司法書士による
「遺言・相続」相談会
日  時 �８月７日（日）　１０時～１６時
場  所 �●対面による面談相談

�　四万十市社会福祉センター
�　四万十市右山五月町 8番 3号
�●電話相談（当日のみ通話可能）
�　☎ 0120-33-9279

問 ��高知県司法書士会　☎ 088-825-3143

農地パトロールの実施
農業委員会では、市内の農地の利用状況調
査（農地パトロール）を毎年実施し、遊休農
地の実態把握と解消、農地の違反転用の早
期発見等に努めています。
８月以降の巡回調査では農地内に立ち入る
こともありますが、ご理解とご協力をお願
いいたします。
問 ��農業委員会事務局　☎ 62-1244

市立宇和島病院
受診時特別料金の変更

市立宇和島病院は令和 2年 4月 1日より
地域医療支援病院として認可を受けてお
り、厚生労働省の定める初診時特別料金お
よび再診時特別料金を徴収する責務がある
ため、特別料金を徴収しておりました。令
和 4年度診療報酬改定により、特別料金
の下限金額が変更となりましたので、初診
時特別料金、再診時特別料金を併せて変更
いたします。
ご理解いただきますようお願いいたします。
変 更 日 �10 月 1日（土）～

初診時特別料金
対  象 ��他の医療機関等からの紹介状をお

持ちでない初診患者
金  額 �税込金額

� ●医科　5,500 円�→�7,700 円
� ●歯科　3,300 円�→�5,500 円

再診時特別料金
対  象 ��市立宇和島病院から他の医療機関

へ紹介を行う旨の申出を行ったに
もかかわらず、受診した再診患者

金  額 �税込金額
� ●医科　2,750 円�→�3,300 円
� ●歯科　1,650 円�→�2,090 円

徴収しない患者
●�緊急やむを得ないと市立宇和島病院が判
断した患者

●国の公費負担医療制度の受給対象者
●�特定の障害、特定の疾病等に着目した地
方単独の公費負担医療の受給対象者

●�その他直接受診する必要性を市立宇和島
病院が認めた患者

問 ��市立宇和島病院　医事課医事係
�☎ 0895-25-1111（内線 32014）

多重債務者無料相談会
～お金に関する悩み～

借金返済に関する無料相談会を開催します。
日  時 �９月９日（金）　17時～ 20時
場  所 �四万十市役所　1階

�四万十市中村大橋通4-10
持 参 物 ��契約書、督促状など債務の状況が

分かる書類
※予約必須ではないが推奨
※�最終受付は終了時間の３０分前（ただし、
受付時間内でも人数が多い場合は、受付
制限をする場合あり）
予  約 �幡多広域消費生活センター

�☎ 0880-34-8805
問 ��高知県県民生活課　☎ 088-823-9653

新型コロナウイルス感染症
労災保険給付

業務によって新型コロナウイルスに感染し
た場合、労災保険給付の対象となります。

対  象
● �感染経路が業務によることが明らかな場
合

●�感染経路が不明の場合でも、感染リスク
が高い業務に従事し、それにより感染し
た蓋然性が高い場合
�　＊感染リスクが高い業務例
�　（例1）�複数の感染者が確認された労働環

境下での業務
�　（例2）�顧客等の近接や接触の機会が多い

労働環境下での業務
●�医師・看護師や介護の業務に従事される
方々については、業務外で感染したこと
が明らかな場合を除き、原則として対象

●�症状が持続し（罹患後症状があり）、療養
等が必要と認められる場合も保険給付の
対象
※�詳しくは厚生労働省ＨＰを
ご覧ください。

問 ��高知労働局労働基準部
�労災補償課　☎ 088-885-6025


